
 

令和３年度さぬき市教育委員会第６回定例会会議録 

１ 日  時 

 

令和３年９月２８日（火） 

開 会  午前 ９時５０分 

閉 会  午前 １０時３３分 

２ 場  所 志度学校給食共同調理場会議室 

３ 出席状況 出席委員 教育長 安藤 正倫 

委員 德田 二三男 

得丸 慶子 

瀬 強 

多田 俊 

西尾 由香 

欠席委員 なし 

事務局 教育部長 谷  訓昌 

教育総務課長 安倍  潤 

学校教育課長 冨田 克美 

生涯学習課長 細川 史朗 

幼保こども園課長 中川 勝幸 

教育総務課課長補佐 高西 恵（会議録作成者） 

その他説明等のため出席した者 なし 

４ 会議に付した議案及び審議結果 

日 程 議案番号 件  名 審議結果 
公開 

状況 

日程第１  会期の決定について ― 公開 

日程第２  会議録署名委員の指名について ― 公開 

日程第３  
令和３年度さぬき市教育委員会第５回定例会

会議録の承認について 
原案承認 公開 

日程第４  教育長の報告 ― 公開 

日程第５ 報告第 19 号 さぬき市学校医の解嘱及び委嘱について 原案承認 公開 

日程第６ 議案第 11 号 さぬき市教育委員会表彰について 原案可決 公開 

日程第７ 議案第 12 号 
さぬき市教育委員会事務局事務決裁規程の一

部改正について 
原案可決 公開 

資料説明     

５ 会議録署名委員 安藤 正倫、西尾 由香 

６ 特記事項 閉会後、志度学校給食共同調理場施設の視察を行った。 

７ 会議内容 

開 会 

教育総務課長 ただ今から、令和３年度さぬき市教育委員会第６回定例会を開会します。開会

に当たり、西尾委員から御挨拶をお願いします。 

委員 （挨拶） 

教育総務課長 ありがとうございました。 



 

それでは、以後の議事進行を教育長にお願いします。 

教育長 それでは、開会します。 

まず、傍聴申請について、教育総務課長から報告してください。 

教育総務課長 傍聴申請はありません。 

教育長 本日の議事日程は、お手元の議事日程表のとおりです。 

この議事日程について、御異議ありませんか。 

各委員 異議なし。 

教育長 異議なしと認めます。よって、議事日程については、お手元の議事日程表のと

おりとします。 

 

日程第１ 会期の決定について 

教育長 日程第１「会期の決定について」に入ります。 

本会議の会期は、本日１日限りとしたいと存じますが、これに御異議ありませ

んか。 

各委員 異議なし。 

教育長 異議なしと認めます。よって、本会議の会期は、本日１日限りとします。 

 

日程第２ 会議録署名委員の指名について 

教育長 日程第２「会議録署名委員の指名について」に移ります。 

さぬき市教育委員会会議規則第９条第３項の規定に基づき、本会の会議録署名

委員に西尾委員を指名します。よろしくお願いします。 

 

日程第３ 令和３年度さぬき市教育委員会第５回定例会会議録の承認について 

教育長 日程第３「令和３年度さぬき市教育委員会第５回定例会会議録の承認につい

て」を議題とします。会議録について、事務局から説明してください。 

教育総務課長 （会議録の説明） 

教育長 ただ今の説明について、御質問等がありましたら発言をお願いします。 

教育長 ありませんか。 

御質問、御意見等がないようですので、採決を求めます。本案を原案のとおり

承認することに御異議ありませんか。 

各委員 異議なし。 

教育長 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり承認されました。 

 

日程第４ 教育長の報告 

教育長 日程第４「教育長の報告」に移ります。教育長の報告について、事務局から報

告してください。 

教育部長 報告事項１ 教育施設の整備等に係る契約の締結について 

（教育施設の整備等に係る契約の状況について報告した。） 

報告事項２ 会計年度任用職員の採用について 

（前回報告後の会計年度任用職員の採用の状況について報告した。） 



 

報告事項３ 教育委員会業務報告 

（前回報告後の教育委員会主要業務の状況について報告した。） 

報告事項４ その他 

 （請願・陳情・要望等の受理の状況について報告した。） 

教育長 ただ今の報告について御質問等がありましたら発言をお願いします。 

委員 報告事項１の、志度音楽ホール長寿命化改修計画策定について、工期が６か月

ですが、その間の途中経過やどういった方向に話が進んでいるとかの説明はあり

ますか。６か月間任せたままで最後にまとめて説明されるのでしょうか。 

生涯学習課長 業者が決まったばかりで、どのくらいのペースで計画を進めていくかも未定で

す。建物、設備すべて含めて計画していきますが、その中で皆さんに報告できる

段階がくれば、説明したいと考えています。 

教育長 いつどんなことをするかという計画は出てくるのですか。 

生涯学習課長 それを最終的に決めていきます。いつどれにどのくらいかかってということ

は、最後の方でないとまとまってこないと思いますが、どこかの段階で説明しま

す。 

委員 ８月３０日の香川県教職員連盟大川支部要望と９月２８日の香川県小中学校

管理職員協議会大川支部交渉について、特に今までと違った内容はありました

か。 

学校教育課長 まず、香川県教職員連盟大川支部要望についてですが、例年どおり勤務条件の

改善に関することや、学校事務の軽減についてです。 

特に例年とは違う点については、ＧＩＧＡスクール構想の実現に伴ってそれぞ

れの教職員に対するタブレット端末の指導や、スクールサポートスタッフの増員

の要望がありました。 

次に、香川県小中学校管理職員協議会大川支部交渉についてですが、こちらも

例年どおり人事や予算に関する要望ですが、先程と同じく、ＧＩＧＡスクール構

想の実現に向け、大型モニターや機器の増設要望、支援員の配置等人的支援の要

望でした。 

教育長 ２学期の登校開始を以前のように９月からにしてはどうかとの要望がありま

したが、県がお盆を挟んで１０日間は行事を持たない日をつくっているので、そ

れに合わせて、さぬき市では現在７日間の閉庁日としているのを１０日間にする

のはどうかと考えています。 

そのことについて委員の皆さんにもまた御意見をお伺いしたいと思っていま

すのでよろしくお願いします。 

教育長 ほかにありませんか。 

御質問等がないようですので、次に移ります。 

 

日程第５ 報告第１９号 さぬき市学校医の解嘱及び委嘱について 

教育長 日程第５、報告第１９号「さぬき市学校医の解嘱及び委嘱について」を議題と

します。 

議案の朗読を省略し、事務局から説明してください。 



 

学校教育課長 （議案の説明） 

教育長 本案について、御質問、御意見等がありましたら順次発言をお願いします。 

教育長 御質問、御意見等がないようですので、採決を求めます。本案を原案のとおり

承認することに御異議ありませんか。 

各委員 異議なし。 

教育長 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり承認されました。 

 

日程第６ 議案第１１号 さぬき市教育委員会表彰について 

教育長 日程第６、議案第１１号「さぬき市教育委員会表彰について」を議題とします。 

議案の朗読を省略し、事務局から説明してください。 

学校教育課長 （議案の説明） 

教育長 本案について、御質問、御意見等がありましたら順次発言をお願いします。 

教育長 御質問、御意見等がないようですので、採決を求めます。本案を原案のとおり

決することに御異議ありませんか。 

各委員 異議なし。 

教育長 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第７ 議案第１２号 さぬき市教育委員会事務局事務決裁規程の一部改正について 

教育長 日程第７、議案第１２号「さぬき市教育委員会事務局事務決裁規程の一部改正

について」を議題とします。 

議案の朗読を省略し、事務局から説明してください。 

教育総務課長 （議案の説明） 

教育長 本案について、御質問、御意見等がありましたら順次発言をお願いします。 

教育長 御意見等がないようですので、採決を求めます。本案を原案のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

各委員 異議なし。 

教育長 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

資料説明 

教育長 ここで、資料説明を行います。補足説明がある場合は、担当課長から説明して

ください。 

（１） 令和３年さぬき市議会第３回定例会における教育委員会関係質疑・答弁の概要について 

（２） 旧学校施設（旧鴨部小学校）の取扱いについて 

（３） さぬき市外国語指導助手（ＡＬＴ）の就任について 

（４） 要保護及び準要保護児童生徒の認定状況について 

（５） 令和３年度第１回さぬき市学校支援ボランティア運営委員会の会議結果について 

（６） 令和３年度第１回さぬき市放課後子どもプラン運営委員会の会議結果について 

（７） 第２０回さぬき市民文化祭について 

 

○ 教育委員会定例会の日程について 



 

 第７回：令和３年１０月２５日（月）午前１１時００分開会で決定した。 

 

○ その他 

教育部長 （新型コロナウイルス感染症対策関係の動きについての説明） 

 

閉  会 

教育長 以上で令和３年度さぬき市教育委員会第６回定例会を終わります。 

 

さぬき市教育委員会会議規則第９条第２項の規定に基づき、署名します。 

 

令和３年  月  日 

 

さぬき市教育委員会 

 

教 育 長 

 

委   員 


